
平成３１年４月１１日付け大阪地裁判決に対する弁護団声明 
 

２０１９年４月１１日 
１型糖尿病障害年金訴訟弁護団 

 
 本日，大阪地裁は，原告ら９名中，８名に対して平成２８年１２月７日付障害基礎年金
の支給停止処分，１名に対して平成２８年１１月２８日付障害基礎年金の支給停止を解
除しない処分を，いずれも，取り消すとの原告ら全面勝訴の判決を言い渡した。 
 
 障害基礎年金を受給する権利は，障害を持つ者の生存権を支える重要な権利である。 
原告らが罹患している１型糖尿病は，根本的な治療法が確立しておらず，ひとたび発症

すると，症状が改善することは見込まれず，程度の差こそあれ，生活上の厳しい負担が生
涯続く。厚生労働大臣は，原告らの日常生活に著しい制限がある状態にあることを認めて
障害基礎年金の受給権を認め，障害基礎年金を支給してきたにもかかわらず，突然，「障
害の程度が厚生年金保険法（括弧内省略）施行令に定める障害等級の３級の状態に該当し
たため，障害基礎年金の支給を停止しました。」とか，「請求のあった傷病については，国
民年金法施行令別表（括弧内省略）に定める程度に該当しないため。」などという，理由
にならない理由で，一方的に，原告らの障害基礎年金の受給権を侵害する処分を行った。 
 本判決は，支給停止処分が「受給権者の生活設計を崩し，生活の安定を損なわせる重大
な不利益処分である」とし，相当期間にわたって障害基礎年金を継続的に支給していたに
もかかわらず，一転して，支給停止処分をしたことが，違法なものであったとして取り消
したものであり，国の，障害基礎年金の受給権に対する安易な考えを断罪したものと評価
することができる。当弁護団は，かかる判決を言い渡した大阪地裁の英断を高く評価する
ものである。 
 また，本判決は，障害基礎年金の支給停止を解除しない処分の取消判決が確定すれば，
厚生労働大臣において，「支給停止の解除の適否自体についても再度検討することも考え
られるところ」であるとも指摘した。行政訴訟は長期間を要することも多いところ，本判
決は，争点を絞って判断を示すという訴訟指揮を行うことによってで，早期に判決を言い
渡し，もって，原告らの迅速な救済を図ろうとしたものと考えられ，その点でも，重要な
意義を持つものである。 
 
 国は，障害基礎年金の受給権の重要性に鑑み，また，大阪地裁が原告らの迅速な救済を
図ろうとしたことを重く受け止め，控訴を断念するべきである。 
 その上で，原告ら９名中８名に対して障害基礎年金を支給するとともに，支給停止の解
除申請中となる１名について，判決の指摘する通り，「支給停止の解除の適否自体」を，
再度，適切に検討し，直ちに，支給停止を解除して支給を再開するべきである。 
 
 また，本判決が違法と断定した処分通知の理由不記載は，日本年金機構における１型糖
尿病の障害等級認定手続の問題に基づくものであるから，日本年金機構においては，現状
の認定手続を抜本的に改善し，更新時においては，当該年度の認定医の判断のみに基づい
て，安易に支給を停止せず，過去の認定医の判断を踏まえて総合的に判断する態勢を整え
るとともに，現状の認定システムにおいて不利益な判断を受けた１型糖尿病の患者につ
いて，判断の見直しを行って，現状のシステム不備によって生じた不利益に対処するべき
である。 
 
 当弁護団としては，本判決の趣旨に鑑み，国に対して，障害基礎年金が受給者の生活に
おいて有する重みに留意し，安易に不利益な処分をせず，十分慎重に検討し，受給権者の
生活を不当に不安定にすることのない認定並びに判断の体制を構築するよう強く求める
次第である。 

以 上 


